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令和 2年度京都市食品衛生監視指導計画（案）に関する意見 

 

令和 2年度京都市食品衛生監視指導計画（案）に対して、以下の意見、要望を述べます。 

 

（１）効率的・効果的な監視や検査の実施について 

  リスクに応じた収去（抜取り）検査等の実施やカンピロバクターやノロウィルスをはじ

めとする食中毒予防対策（特にカンピロバクター患者の多い若年層への啓発）、京の食文

化を支える食品の安全・安心の確保を図られることに賛成します。 

ただし、どの時期にどのように検査や啓発をされるのか広報を強めて頂くとともに、実

施された結果について「見える化」を図って頂くことを要望します。 

 

（２）ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の導入支援について 

  国内においても制度化されることになりました。そのことを踏まえて導入支援事業を

具体的な手立てを含め、事業者団体と連携していくことが不可欠です。効率的・効果的に

すすめていくためにも、取り組みの内容が消費者に見える形で実施されることを要望し

ます。 

 

（３）リスクコミュニケーションの推進について 

  食品の安全性確保に向けた行政や食品等事業者の取り組みについて、ホームページ、市

民しんぶん、ＳＮＳ等を用いて積極的に情報発信し、市民が自ら食品の安全性について考

え、理解を深める機会を充実させることに賛成です。市民向けと食品等事業者向けの講習

会や意見交換会の開催について、きめ細かく実施して頂くことを要望します。 

 

（４）監視指導の実施について 

  大量の調理がなされる集団給食施設や宿泊施設等、大規模な食中毒が発生する可能性

が高い施設に対し、重点的に監視指導されることに賛成です。ただし、どの時期にどのよ

うな監視指導をされるのか広報を強めて頂くとともに、実施された結果について「見える



化」を図って頂くことを要望します。 

  

（５）改正された食品衛生法の周知について 

  食品衛生法が改正され、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直

し等がおこなわれることになりました。改正法の内容を周知していくために、施設への監

視指導時はもちろんのこと、講習会での案内やホームページ、市民しんぶん、ＳＮＳ等を

活用した広報等、きめ細かく実施して浸透を図っていただくことを要望します。 

 

（６）その他 

  広域連携協議会との連携、特に京都府と京都市とが緊密に連携をして共に成果をださ

れることを期待します。 

 


